
　

法
人
や
個
人
で
工
場
や
事
務
所
、
ア
パ

ー
ト
、
農
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方
が
所

有
し
て
い
る
事
業
用
の
有
形
減
価
償
却
資

産
の
う
ち
、
土
地
、
家
屋
、
自
動
車
（
軽

自
動
車
含
む
）
以
外
の
も
の
は
、
償
却
資

産
と
し
て
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
り
、

申
告
が
必
要
で
す
。

　

原
則
と
し
て
、
決
算
の
と
き
に
減
価
償

却
資
産
と
し
て
計
上
し
た
も
の
は
、
す
べ

て
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
構
築
物

で
あ
っ
て
も
家
屋
と
し
て
固
定
資
産
税
の

対
象
と
な
る
も
の
や
、
自
動
車
・
原
動
機

付
自
転
車
お
よ
び
一
部
の
農
耕
用
ト
ラ
ク

タ
ー
な
ど
の
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の

課
税
対
象
と
な
る
も
の
は
償
却
資
産
の
範

囲
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

　

所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
に
変
更
が
な

く
て
も
、
取
得
価
額
の
合
計
が
免
税
点
以

下
で
あ
っ
て
も
、申
告
は
毎
年
必
要
で
す
。

該
当
す
る
資
産
が
あ
る
場
合
は
、
平
成
21

年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
２
月
２

日
（
月
）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
12
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

【
申
告
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点
】

　

平
成
20
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て

「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す

る
省
令
」
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

機
械
お
よ
び
装
置
を
中
心
に
資
産
区
分
が

見
直
さ
れ
、
耐
用
年
数
も
大
き
く
変
更
さ

れ
ま
し
た
。
改
正
後
の
耐
用
年
数
は
、
資

産
の
取
得
時
期
ま
た
は
決
算
期
な
ど
に
関

係
な
く
、
既
存
分
も
含
め
、
平
成
21
年
度

償
却
資
産
の
申
告
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま

す
。
改
正
後
の
耐
用
年
数
な
ど
に
つ
い
て

は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

　

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp

　

給
料
・
報
酬
・
料
金
・
利
子
・
配
当
な

ど
を
一
定
額
以
上
支
払
っ
た
場
合
は
、
支

払
い
先
の
住
所
・
氏
名
・
支
払
額
な
ど
を

記
載
し
た
書
類
（
法
定
調
書
）
を
税
務
署

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
20
年
分
の

提
出
期
限
は
２
月
２
日
（
月
）
で
す
。
法

定
調
書
の
作
成
や
提
出
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
税
務
署

☎（
０
５
３
２
）52
局
６
２
０
１

　

平
日
に
納
税
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
の

た
め
に
、休
日
収
納
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
12
月
21
日
（
日
）
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時　

▼
場
所
＝
田
原
市
役
所

南
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー　

▼
業
務
内
容
＝
市

税
の
収
納
、
市
税
等
口
座
振
替
申
込
書
の

受
付

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

平
成
20
年
工
業
統
計
調
査
（
12
月
31
日

現
在
）
を
行
い
ま
す
。
12
月
か
ら
平
成
21

年
１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
調
査
票

に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て

は
統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、正
確
な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６　

23
局
０
１
８
０

▼
対
象
地
域
＝
赤
羽
根
町
新
笹
お
よ
び
天

神
の
一
部
（
市
街
化
区
域
に
編
入
す
る
区

域
）　

▼
縦
覧
期
間
＝
12
月
８
日（
月
）～

22
日（
月
）／
市
役
所
執
務
時
間
中　

▼
縦

覧
場
所
＝
街
づ
く
り
推
進
課　

▼
そ
の
他

＝
こ
の
案
に
つ
い
て
、
住
民
お
よ
び
利
害

関
係
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

田
原
市
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
２
３　

23
局
０
１
８
０

償
却
資
産
の
申
告

法
定
調
書
の
提
出

市
税
の
休
日
収
納
窓
口
を
開
設

❶構築物
温室 ･ 育苗用ハウス、ビニールハウスやアクリルハ
ウスなどの各種ハウス ･ アパートのフェンス ･ 駐車
場の舗装 など

❷機械および装置

暖房機 ･ 温風機 ･ 消毒機 ･ 結束機 ･ 花選別機 ･ 花用
冷蔵庫 ･ 潅水設備・二重カーテンなどの農業用機械
および装置、旋盤・プレスなどの産業用機械および
装置 など

❸船舶 ボート ･ 漁船 など

❹航空機 飛行機 ･ ヘリコプター など

❺車両および運搬具 フォークリフト ･ 構内運搬車 など

❻工具･器具および備品 エアコン ･ パソコン ･ 机 ･ いす ･ 陳列ケース など

■償却資産の対象となる資産

工
業
統
計
調
査
に

　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

豊
橋
渥
美
都
市
計
画

　
　
　

用
途
地
域
の
変
更
案
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